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『
太
平
経
鈔
』
庚
部
巻
七
（
十
六
葉
表
三
行
目
～
十
八
葉
表
九
行
目
）

二
〇
二
五
年
十
月
二
十
五
日

担
当

亀
田
勝
見

（
一
）
原
文

天
君
有
教
言
、「
此
人
先
時
有
承
負
、
敕
神
爲
解
除
收
藏
、
未
藏
者
爲
藏
之
。」
大
神
言
「
此
人
貧
厄
空
虚
日
久
、

恐
不
自
全
、
得
天
君
腹
心
、
乃
令
神
收
藏
、
前
之
敕
拜
謝
受
恩
、
雖
日
月
未
至
諸
、
先
時
一
月
令
知
之
。」
天
君
言

①

②

「
下
所
部
神
將
士
衆
甲
中
、
勿
失
時
以
藏
、
爲
作
姓
名
、
令
地
主
敬
愼
、
使
有
神
靈
往
來
、
有
欲
從
願
、
所
求
聽
之
。」

③

対
校：

『
太
平
経
』

大
功
益
年
書
出
歳
月
戒

（
以
下
『
經
』）
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大
神
言
：「
已
算
計
諸
神
所
假
稟
、
常
以
八
月
晦
日
、
録
諸
山
海
陵
池
通
水
河
梁
淮
濟
江
湖
所
受
出
入
之
簿
各
分
明
。
天

君
有
所
勞
賜
有
簿
署
、
天
君
前
自
復
數
通
藏
金
室
署
、
有
心
之
人
令
主
天
君
所
問
、
輒
當
承
所
教
、
宜
日
夜
不
解
、
屬

主
室
之
人
勿
失
所
索
部
、
別
令
可
知
應
得
有
心
之
人
、
須
以
定
録
簿
。
當
有
使
神
主
爲
計
名
諸
當
上
下
、
先
時
百
日
皆

文
上
勿
有
失
脱
。
如
有
文
書
不
相
應
、
計
曹
不
舉
者
并
坐
。
先
敕
令
勿
犯
神
書
、
言
此
書
出
後
、
三
歳
八
月
、
乃
示
俗

人
、
如
有
道
信
人
者
、
大
可
示
之
。」

天
君
有
教
言
：「
此
人
先
時
有
承
負
、
敕
神
爲
解
除
、
收
藏
、
未
藏
者
爲
藏
之
。」
大
神
言
：「
此
人
貧
戹
空
虚
日
久
、
恐

不
自
全
、
得
天
君
腹
心
、
乃
令
神
收
藏
不
藏
者
、
其
主
未
藏
者
時
、
恐
不
如
所
言
也
。
前
乞
敕
拜
謝
受
恩
、
雖
日
月
未

＊

＊

至
、
諸
先
時
一
月
令
知
之
。」
天
君
言
：「
下
所
部
神
將
士
衆
田
地
中
、
勿
失
時
以
藏
、
爲
作
姓
名
、
令
地
主
敬
慎
、
使

＊

有
神
靈
往
來
、
有
欲
從
願
、
所
求
聽
之
。
有
信
之
、
後
宜
慎
也
。」

①
乃
令
神
收
藏：

經
「
乃
令
神
收
藏
、
不
藏
者
、
其
主
未
藏
者
時
、
恐
不
如
所
言
也
。」

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

▽
②
前
之
敕
拜
謝
受
恩：

經
「
前
乞
敕
拜
謝
受
恩
」。
合
校
云
「
鈔
譌
作
『
之
』」、
從
經
。

、

▽
③
下
所
部
神
將
士
衆
甲
中：

經
「
下
所
部
神
將
士
衆
田
地
中
」、
從
經
。

、
、

※
「
▽
」
經
に
従
い
字
句
を
改
め
る

「
＊
」
字
句
の
改
変
は
し
な
い
が
、
重
要
な
相
違
と
み
な
す

書
き
下
し

天
君
に
教
言
有
り
。「
此
の
人
、
先
時
に
承
負
有
ら
ば
、
神
に
敕
し
て
爲
に
解
除
し
、
收
藏
の
未
だ
藏
せ
ざ
る
者

は
爲
に
之
を
藏
せ
。」
大
神
言
へ
ら
く
「
此
の
人
は
貧
厄
空
虚
た
る
こ
と
日
に
久
し
く
、
恐
ら
く
自
ら
を
全
う
せ
ず
、

天
君
の
腹
心
を
得
れ
ば
、
乃
ち
神
を
し
て
收
藏
せ
し
む
、
前
に
敕
を
乞
〈
之
〉
ひ
て
拜
謝
し
恩
を
受
く
る
に
、
日
月

未
だ
諸
れ
に
至
ら
ず
と
雖
も
、
先
時
一
月
に
は
之
を
知
ら
し
め
ん
。」
天
君
言
え
ら
く
「
部
す
る
所
の
神
將
士
衆
の

田
〈
甲
〉
中
に
お
け
る
に
下
す
、
時
を
失
ふ
こ
と
勿
く
以
て
藏
し
、
爲
に
姓
名
を
作
り
、
地
主
を
し
て
敬
愼
せ
し
め
、

神
靈
の
往
來
有
ら
し
め
、
願
い
に
從
は
ん
と
欲
す
る
有
ら
ば
、
求
む
る
所
は
之
を
聽
け
。」

日
本
語
訳

天
君
よ
り
教
言
が
あ
っ
た
。「
こ
の
よ
う
な
人
（
前
段
の
「
有
心
之
人
」
ま
た
は
「
有
道
信
人
」）
に
以
前
か
ら
の
承

負
の
災
い
が
あ
る
場
合
は
、
諸
神
に
命
じ
て
そ
れ
を
解
除
し
天
界
の
名
簿
に
名
を
収
め
よ
。
ま
だ
収
め
ら
れ
て
い
な

け
れ
ば
収
め
よ
。」
大
神
は
言
っ
た
。「
こ
の
類
の
人
は
長
い
こ
と
貧
窮
に
あ
え
ぎ
蓄
え
も
な
い
た
め
、
自
分
の
力

だ
け
で
は
そ
の
寿
命
を
全
う
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
天
君
か
ら
の
厚
い
信
頼
を
得
た
の
で
、
諸
神
に
命
じ
て
彼
ら
の

名
を
名
簿
に
収
め
よ
う
。
先
に
天
君
の
勅
を
求
め
、
結
果
そ
の
大
恩
を
か
た
じ
け
な
く
し
た
以
上
、
処
置
の
期
日
に

は
ま
だ
早
い
が
、
一
月
前
に
は
そ
の
こ
と
を
知
ら
し
め
よ
。」
天
君
は
言
っ
た
。「
各
部
署
の
諸
神
と
そ
の
管
轄
下

に
あ
り
田
地
に
暮
ら
す
士
衆
に
命
を
下
す
。
名
簿
に
収
め
る
時
機
を
失
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
姓
名
を
記
録
し
、
土

地
神
に
も
敬
意
と
慎
み
を
払
っ
て
も
ら
い
、
神
霊
の
往
来
も
あ
る
よ
う
に
せ
よ
。
願
い
に
従
お
う
と
す
る
場
合
は
、
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そ
の
求
め
に
対
し
て
は
こ
れ
を
聞
き
入
れ
よ
。」

注
教
言

・

經

不
用
書
言
命
不
全
訣

「
上
下
有
期
、
得
當
行
便
以
時
還
。
亦
不
可
自
在
、
迫
有
尊
卑
。
各
相
爲
使
、
各

114

199

有
簿
領
、
各
有
其
職
、
宜
有
其
心
、
持
志
不
違
、
明
其
所
爲
。
各
見
其
功
、
各
進
所
知
、
無
有
所
私
、
動

輒
承
教
、
不
失
教
言
。
而
精
進
趣
志
、
常
有
不
息
、
得
敕
乃
止
。
是
生
神
之
願
、
輒
有
符
傳
以
爲
信
行
。」

、
、

收
藏

・

經

大
功
益
年
書
出
歳
月
戒

「
大
神
言
：『
已
算
計
諸
神
所
假
稟
、
常
以
八
月
晦
日
、
録
諸
山
海
陵
池
通
水
河

110

179

梁
淮
濟
江
湖
所
受
出
入
之
簿
各
分
明
。
天
君
有
所
勞
賜
有
簿
署
、
天
君
前
自
復
數
通
藏
金
室
、
署
有
心
之

、

人
、
令
主
天
君
所
問
、
輒
當
承
所
教
、
宜
日
夜
不
解
、
屬
主
室
之
人
勿
失
所
索
部
、
別
令
可
知
應
得
有
心

之
人
、
須
以
定
録
簿
。
︙
』」

經

興
善
止
惡
法

「
夫
天
將
興
雨
、
必
先
有
風
雲
、
使
人
知
之
。
所
以
然
者
、
欲
樂
其
收
藏
也
、
所
以
先
示

、
、

35

43

者
、
樂
其
爲
善
者
日
興
、
爲
惡
者
日
止
也
。」

天
君
腹
心

・

鈔
乙
部
・
和
三
氣
興
帝
王
法
「
元
氣
有
三
名
、
太
陽
・
太
陰
・
中
和
。
形
體
有
三
名
、
天
・
地
・
人
。
天
有
三

名
、
日
・
月
・
星
、
北
極
爲
中
也
。
地
有
三
名
、
爲
山
・
川
・
平
土
。
人
有
三
名
、
父
・
母
・
子
。
治
有

三
名
、
君
・
臣
・
民
、
欲
太
平
也
。
此
三
者
常
當
腹
心
、
不
失
銖
分
、
使
同
一
憂
、
合
成
一
家
、
立
致
太

、
、

平
、
延
年
不
疑
矣
。」（8a1

）

經

大
功
益
年
書
出
歳
月
戒

「
往
昔
有
是
人
、
天
右
哀
之
、
近
在
左
右
。
今
見
在
視
事
久
遠
、
多
知
慮
、
所

110

179

言
所
語
、
無
不
得
天
君
腹
心
者
。
且
爲
之
爲
、
生
伏
地
泣
出
而
言
、
被
敕
覺
寤
、
迺
以
先
古
有
心
忠
誠
、

、
、
、
、

進
在
所
知
、
無
不
包
懷
聞
之
、
何
敢
比
望
先
之
人
乎
？
」

所
部
神

・

經

大
功
益
年
書
出
歳
月
戒

「
惟
上
古
之
道
、
修
身
正
己
、
不
敢
犯
神
靈
之
所
記
、
迺
敢
求
生
索
活
於
天
君
、

110

179

不
敢
自
恣
、
恐
不
全
。
日
念
生
、
意
與
神
爲
臣
、
表
其
類
也
。
欲
得
盡
忠
直
之
言
、
與
諸
所
部
主
者
之
神
、

、
、
、
、
、
、

各
各
分
明
是
非
、
迺
敢
信
理
曲
直
耳
、
何
日
有
忘
須
臾
之
間
。」

（
二
）
原
文

來
事
、
遠
惡
趣
善
、
不
犯
所
禁
、
復
得
見
天
道
所
師
化
、
無
不
從
之
化
者
、
故
使
人
主
爲
作
羽
翼
、
開
導
頭
尾
、
成

①其
所
爲
城
郭
、
卓
然
可
知
。
知
上
及
大
化
、
并
理
元
氣
、
復
知
人
事
。
是
亦
有
祿
有
命
之
人
、
皆
先
知
之
、
隨
人
化

②

可
得
延
之
期
、
天
亦
愛
之
。
善
神
隨
護
、
使
不
中
惡
。
心
使
見
善
、
惡
者
不
得
以
爲
此
等
。
故
天
重
善
、
使
得
從
願
、

③

不
侵
不
剋
如
其
平
、
殊
天
復
増
其
年
、
會
此
大
恩
也
。
報
之
非
以
珍
琦
。
但
寫
心
歸
誠
、
自
實
信
、
不
負
所
言
、
是

④

⑤

⑥

⑦

⑧

爲
報
也
。

対
校：

経

大
功
益
年
書
出
歳
月
戒

110

179

有
豫
知
來
事
、
遠
惡
趣
善
、
不
犯
所
禁
、
復
得
見
天
道
所
師
化
、
無
不
從
之
化
者
。
故
使
人
主
爲
作
羽
翼
、
開
導
頭
尾
、

＊成
其
所
爲
城
郭
、
倬
然
可
知
。
知
上
及
大
化
、
并
理
元
氣
、
復
知
人
事
。
是
亦
有
祿
有
命
之
人
、
皆
先
知
之
、
隨
人
化

＊

可
得
延
之
期
、
天
亦
愛
之
。
善
神
隨
護
、
使
不
中
惡
。
心
使
見
善
、
惡
者
不
得
以
爲
比
等
。
故
天
重
善
、
使
得
從
願
、

＊

不
侵
不
剋
如
其
平
、
殊
能
過
善
、
天
復
增
其
命
年
、
不
危
陷
是
非
大
恩
也
。
當
報
何
疑
、
前
有
大
善
、
所
行
合
天
心
意
、

＊

＊

近
之
左
側
、
惡
氣
不
來
。
不
敢
視
之
、
延
命
無
窮
、
是
恩
難
報
、
報
之
不
以
珍
奇
。
但
寫
心
歸
誠
、
自
實
有
信
、
不
負

＊

＊

所
言
、
是
爲
有
報
、
爲
報
爲
知
不
乎
？

＊

＊
①
來
事：

經
「
有
豫
知
來
事
」

②
卓
然
可
知：

經
「
倬
然
可
知
」

、

太平経鈔読書会 2025/10/25



- 3 -

太平経鈔読書会 2025/10/25

▽
③
惡
者
不
得
以
爲
此
等：

經
「
惡
者
不
得
以
爲
比
等
」、
從
經
。

、

④
殊
天
復
増
其
年：

經
「
殊
能
過
善
、
天
復
增
其
命
年
」

、
、
、

、

⑤
會
此
大
恩
也：

經
「
不
危
陷
是
非
大
恩
也
」

、
、
、
、
、

⑥
報
之
非
以
珍
琦：

經
作
「
報
之
不
以
珍
奇
。」

、

、

⑦
自
實
信：

經
「
自
實
有
信
」
、

⑧
是
爲
報
也：

經
「
是
爲
有
報
」
、

書
き
下
し

來
事
、
惡
を
遠
ざ
け
善
に
趣
き
、
禁
ず
る
所
を
犯
さ
ざ
れ
ば
、
復
た
天
道
の
師
化
す
る
所
を
見
る
を
得
、
之
が
化

に
從
は
ざ
る
者
無
し
。
故
に
人
主
を
し
て
爲
に
羽
翼
を
作
り
、
頭
尾
を
開
導
し
、
其
の
爲
す
所
の
城
郭
を
成
さ
し
む

る
こ
と
、
卓
然
と
し
て
知
る
可
し
。
知
は
上
大
化
に
及
び
、
并
せ
て
元
氣
を
理
め
、
復
た
人
事
を
知
る
。
是
れ
亦
た

祿
有
り
命
有
る
の
人
、
皆
先
に
之
を
知
れ
ば
、
人
化
の
延
ば
す
を
得
べ
き
の
期
に
從
ひ
、
天
も
亦
た
之
を
愛
す
。
善

神
隨
護
し
、
惡
に
中
ら
ざ
ら
し
む
。
心
に
善
を
見
せ
し
め
、
惡
な
る
者
は
以
て
比
〈
此
〉
等
た
る
を
得
ず
。
故
に
天

は
善
を
重
ん
じ
、
願
い
に
從
ふ
を
得
し
め
、
侵
さ
ず
剋
さ
ざ
る
こ
と
其
の
平
な
る
が
如
け
れ
ば
、
殊
に
し
て
、
天
復

た
其
の
年
を
増
し
、
此
の
大
恩
に
會
す
。
之
に
報
い
る
は
珍
琦
を
以
て
す
る
に
非
ず
。
但
だ
心
を
寫
く
し
て
誠
に
歸

つ

し
、
自
ら
實
に
信
に
し
て
言
ふ
所
に
負
か
ず
、
是
れ
報
た
り
。

日
本
語
訳

（
あ
ら
か
じ
め
）
未
来
の
事
（
を
知
り
）、
悪
を
遠
ざ
け
善
に
向
か
い
、
禁
忌
を
犯
さ
ぬ
よ
う
に
す
れ
ば
、
ま
た

天
道
の
教
化
に
巡
り
会
う
こ
と
が
で
き
、
皆
が
そ
の
化
に
必
ず
浴
す
る
。
故
に
、
俗
世
の
君
主
に
自
ら
の
輔
翼
者
を

備
え
、
全
て
の
人
々
を
教
え
導
か
せ
る
こ
と
で
、
彼
の
作
る
城
郭
が
（
真
に
）
完
成
す
る
と
、
は
っ
き
り
分
か
る
。

そ
の
知
が
天
上
の
大
い
な
る
教
化
に
ま
で
及
び
、
あ
わ
せ
て
元
気
を
治
め
れ
ば
、
さ
ら
に
人
間
世
界
の
様
々
な
事
も

知
る
に
至
る
。
こ
れ
も
ま
た
天
界
の
禄
位
と
長
生
の
命
を
有
す
る
人
で
あ
っ
て
、
彼
ら
は
み
な
あ
ら
か
じ
め
知
り
、

人
の
教
化
に
よ
っ
て
延
ば
す
こ
と
の
で
き
る
寿
命
に
従
い
、
天
も
彼
ら
を
愛
す
る
。
善
神
が
付
き
従
っ
て
守
護
し
、

惡
に
出
会
わ
せ
な
い
。
心
は
善
ば
か
り
を
見
せ
、
惡
は
（
善
の
）
相
手
に
な
り
え
な
い
。
故
に
天
は
善
行
を
重
ん
じ
、

そ
の
願
い
が
実
現
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
他
者
を
犯
さ
ず
征
服
せ
ず
、
ま
る
で
平
ら
か
な
地
の
ご
と
く
高
低
を
付
け

な
い
あ
り
方
を
保
て
ば
、
特
に
優
れ
て
い
る
た
め
、
天
は
さ
ら
に
そ
の
者
の
寿
命
を
増
す
と
い
う
、
こ
の
大
恩
に
出

会
う
こ
と
と
な
る
。
こ
の
恩
に
報
い
る
た
め
、
珍
奇
な
モ
ノ
・
コ
ト
を
必
要
と
は
し
な
い
。
た
だ
た
だ
真
心
を
あ
ら

わ
に
し
て
誠
に
帰
し
、
本
当
に
嘘
偽
り
な
い
も
の
で
、
自
ら
の
言
葉
に
そ
む
か
な
い
。
こ
れ
こ
そ
が
真
の
報
恩
で
あ

る
。

注
來
事

・

經

葬
宅
訣

「
欲
知
地
效
、
投
小
微
賤
種
於
地
、
而
後
生
日
興
大
善
者
、
大
生
地
也
；
置
大
善
種
於
地
、
而

50

76

後
生
日
惡
者
、
是
逆
地
也
；
日
衰
少
者
、
是
消
地
也
。
︙
欲
知
其
審
、
記
過
定
事
、
以
效
來
事
、
乃
後
眞

、
、

僞
分
別
。」

師
化

・

經

大
功
益
年
書
出
歳
月
戒

「
大
神
言
：『
此
人
自
師
化
迺
如
是
、
何
憂
無
蒙
保
者
邪
？
』」

、
、

110

179

羽
翼

・

『
漢
書
』

張
良
伝
「（
漢
十
二
年
）
四
人
爲
壽
已
畢
、
趨
去
。
上
目
送
之
、
召
戚
夫
人
指
視
曰
：『
我
欲
易
之
、

40

彼
四
人
爲
之
輔
、
羽
翼
已
成
、
難
動
矣
。
呂
氏
真
乃
主
矣
。』
戚
夫
人
泣
涕
。」

、
、
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開
導
頭
尾

・

經

大
功
益
年
書
出
歳
月
戒

「
大
神
乃
開
導
大
分
明
、
生
等
比
衆
多
、
獨
見
異
、
使
有
開
思
、
是
恩
極
重
、

、
、

110

179

何
時
教
大
神
乎
？
」

理
元
氣

・

經

九
天
消
先
王
災
法

「
夫
人
者
、
迺
理
萬
物
之
長
也
。
其
無
形
委
氣
之
神
人
、
職
在
理
元
氣
；
大
神
人
職

、
、
、

42

56

在
理
天
；
眞
人
職
在
理
地
︙
無
形
委
氣
之
神
人
與
元
氣
相
似
、
故
理
元
氣
。」

有
祿
有
命
之
人

・

經

有
德
人
祿
命
訣

「
壽
命
有
期
、
直
聖
得
聖
、
直
賢
得
賢
、
是
天
常
法
、
祿
命
自
當
、
或
出
神
仙
。」

、
、

、
、

111

181

善
神
隨
護

・

經

九
君
太
上
親
訣

「
天
善
其
善
也
、
乃
令
善
神
隨
護
、
使
不
中
邪
。
天
神
愛
之
、
遂
成
其
功
。
是
身
行
所

、
、
、
、

114

193

致
、
其
人
自
不
貪
世
俗
大
營
財
物
。」

比
等
（
此
等
）

・

經

貪
財
色
災
及
胞
中
誡

「
先
古
之
人
、
萬
無
一
人
相
得
、
其
貪
財
色
、
不
顧
有
患
、
災
及
胞
中
、
不
見
日

112

185

月
星
、
何
惜
痛
乎
！
自
遺
不
完
、
命
與
土
連
、
窮
哉
此
人
、
亦
有
比
等
、
草
木
禽
獸
亦
然
。」

、
、

天
重
善

・

經

七
十
二
色
死
尸
誡

「
天
神
部
上
死
亡
、
減
年
滅
人
世
、
不
可
詳
念
、
重
其
善
致
善
、
惡
自
歸
其
身
。」

、

、

、

112

186

寫
心
歸
誠

・

向
秀
「
思
舊
賦
」（『
文
選
』

）「
停
駕
言
其
將
邁
兮
、
遂
援
翰
而
寫
心
。」
李
注
「
毛
詩
曰
：
我
心
寫
兮
。」

、
、

、
、

16

『
毛
詩
』
南
有
嘉
魚
之
什
・
蓼
蕭
「
蓼
彼
蕭
斯
、
零
露
湑
兮
、
既
見
君
子
、
我
心
寫
兮
。」

、
、

（
三
）
原
文

天
上
見
善
事
當
藏
匿
不
與
吉
凶
所
致
人
。

①惟
與
大
聖
德
之
人
、
乃
承
元
氣
自
然
精
光
相
感
動
、
乃
爲
大
神
。
悉
知
當
所
施
、
輒
當
天
意
、
不
失
其
元
氣
之
志
。

②

③

④

常
行
上
爲
大
神
輔
相
、
如
國
有
公
卿
、
心
知
大
神
之
指
暦
文
書
相
通
、
上
章
各
有
稱
擧
、
宜
得
其
人
使
可
保
、
有
言

⑤

⑥

事
輒
用
、
天
君
以
事
更
明
、
而
得
書
輒
下
無
失
期
、
輒
得
朝
上
之
恩
。

⑦

⑧

大
聖
當
知
天
君
所
當
施
行
之
事
、
安
得
有
失
乎
。
世
人
不
知
、
以
爲
如
民
長
吏
、
安
能
知
詔
書
所
當
道
下
文
乎
。
天

⑨上
之
事
、
音
聲
遙
相
聞
、
安
得
有
隱
也
。
此
在
自
然
之
中
相
檢
、
如
此
天
君
日
夜
預
知
、
天
上
地
下
中
和
之
間
大
小

⑪

乙
密
事
、
悉
自
知
之
。
諸
神
何
得
自
在
乎
。
故
記
首
尾
善
惡
、
使
神
疏
記
。
天
君
親
隨
月
建
昇
斗
綱
傳
治
、
不
失
常

意
、
皆
修
正
不
敢
犯
之
。
故
言
天
遣
心
神
在
人
腹
中
、
與
天
遙
相
見
、
音
聲
相
聞
、
安
得
不
知
人
民
善
惡
乎
。
天
君

言
、
有
善
信
擧
之
、
無
善
信
下
之
、
不
但
天
上
欲
得
善
信
人
也
、
中
和
地
下
亦
然
。
人
不
深
知
當
來
之
事
、
故
使
有

⑫

⑬

⑭

心
者
志
久
、
志
久
與
大
神
同
路
、
是
天
之
所
近
。
比
如
國
有
忠
臣
良
吏
、
不
離
左
側
。
但
人
不
信
天
、
天
何
信
人
有

⑮

⑯

⑰

二
心
乎
。

対
校：

経

大
聖
上
章
訣

111

180

惟
始
大
聖
德
之
人
、
乃
承
元
氣
自
然
精
光
相
感
動
、
乃
爲
大
聖
。
悉
知
當
所
施
、
輒
如
天
意
、
不
失
其
元
氣
之
志
。
常

＊

＊

＊

行
上
爲
大
神
輔
相
、
如
國
有
公
卿
、
心
知
大
神
之
指
歴
文
書
相
通
、
上
章
各
有
薦
舉
、
宜
得
其
人
、
使
可
保
有
言
事
、

＊

＊

輒
用
天
君
以
事
、
更
明
堂
得
書
、
輒
下
無
失
期
、
輒
得
朝
上
之
恩
貸
。
自
天
君
曰
、
不
訞
朝
廷
旨
、
請
寄
之
人
、
文
書

＊

＊

所
上
、
皆
自
平
均
、
無
有
怨
訟
者
。
各
自
身
受
恩
分
、
賞
罰
有
差
、
何
有
分
爭
者
乎
？
大
聖
先
知
、
天
君
所
當
施
行
之

＊

事
、
安
得
有
失
乎
？
俗
人
不
知
、
以
爲
如
民
長
吏
、
安
能
知
詔
書
所
當
道
下
文
乎
？
天
上
之
事
、
音
聲
遙
相
聞
、
安
得

＊

有
隱
也
。
此
在
自
然
之
中
相
檢
、
何
有
脱
時
乎
？
天
君
日
夜
預
知
、
天
上
地
下
中
和
之
間
、
大
小
乙
密
事
、
悉
自
知
之
。

＊

諸
神
何
得
自
在
乎
？
故
記
首
尾
善
惡
、
使
神
疏
記
。
天
君
親
隨
月
建
斗
綱
傳
治
、
不
失
常
意
、
皆
修
正
不
敢
犯
之
。
故

言
天
遣
。
心
神
在
人
腹
中
、
與
天
遙
相
見
、
音
聲
相
聞
、
安
得
不
知
人
民
善
惡
乎
？
天
君
言
、
善
信
舉
之
、
惡
無
信
下

＊

＊

之
、
不
但
天
上
欲
得
善
信
人
也
、
中
和
地
下
亦
然
。
人
不
深
知
當
來
之
事
、
故
使
有
心
志
之
久
、
久
與
大
神
同
路
、
是

＊

＊
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天
之
所
近
。
比
如
國
有
忠
臣
良
吏
、
不
離
左
側
。
但
人
自
不
信
天
、
天
何
時
當
信
有
二
心
之
人
乎
？

＊

＊

▽
①
天
上
見
善
事
當
藏
匿
不
與
吉
凶
所
致
人
。：

經
無
此
文
。
合
校
云
「
係
本
卷
末
篇
篇
旨
。」
經

末
尾
（
有
心
之
人
積
行
補
眞
訣

之
後
）
有
「
右
天
上
見

111

184

善
事
當
藏
匿
與
不
吉
凶
所
致
」
十
五
字
。
今
從
經
改
「
不
與
」
爲
「
與
不
」。
合
校
云
「
人
疑
係
文
字
之
誤
。」、

、
、

今
改
「
人
」
爲
「
文
」。

＊
②
惟
與
大
聖
德
之
人：

經
「
惟
始
大
聖
德
之
人
」

、

▽
③
乃
爲
大
神：
經
「
乃
爲
大
聖
」、
從
經
。

、

④
輒
當
天
意：

經
「
輒
如
天
意
」

、

▽
⑤
心
知
大
神
之
指
暦
文
書
相
通：

經
「
心
知
大
神
之
指
歴
文
書
相
通
」、
從
經
。

、

⑥
上
章
各
有
稱
擧：

經
「
上
章
各
有
薦
舉
」
、

⑦
天
君
以
事
更
明
而
得
書
輒
下
無
失
期：

經
「
天
君
以
事
更
明
堂
得
書
輒
下
無
失
期
」

、

⑧
輒
得
朝
上
之
恩：

經
「
輒
得
朝
上
之
恩
貸
」、

⑨
大
聖
當
知：

經
「
大
聖
先
知
」
、

⑩
世
人
不
知：

經
「
俗
人
不
知
」

、

⑪
如
此
天
君
日
夜
預
知：

經
「
何
有
脱
時
乎
、
天
君
日
夜
預
知
」

、
、
、
、
、

⑫
有
善
信
舉
之：

經
無
「
有
」
字
。

⑬
無
善
信
下
之：

經
「
惡
無
信
下
之
」

、
、

⑭
故
使
有
心
者
志
久：

經
「
故
使
有
心
志
之
久
」

、
、

⑮
志
久
與
大
神
同
路：

經
無
「
志
」
字

⑯
但
人
不
信
天：

經
「
但
人
自
不
信
天
」

、

⑰
天
何
信
人
有
二
心
乎：

經
「
天
何
時
當
信
有
二
心
之
人
乎
」

、
、

、
、

書
き
下
し

天
上
は
善
事
を
見
る
も
、
當
に
藏
匿
す
べ
き
か
い
な
か
は
、
吉
凶
の
致
す
所
た
る
の
文
〈
人
〉。

惟
れ
大
聖
徳
に
與
か
る
の
人
、
乃
ち
元
氣
自
然
精
光
を
承
け
て
相
感
動
し
、
乃
ち
大
聖
〈
神
〉
と
爲
る
。
悉
く
知

當
に
施
す
べ
き
所
を
知
り
、
輒
ち
天
意
に
當
た
り
、
其
の
元
氣
の
志
を
失
は
ず
。
常
に
行
ふ
に
上
大
神
の
輔
相
と
な

る
こ
と
、
國
に
公
卿
有
る
が
如
く
、
心
に
大
神
の
指
を
知
り
文
書
を
歷
〈
暦
〉
て
相
通
じ
、
上
章
に
各
の
稱
擧
有
れ

ば
、
宜
し
く
其
の
人
を
得
て
保
つ
可
か
ら
し
む
。
言
事
有
ら
ば
輒
ち
用
い
、
天
君
は
事
を
以
て
更
に
明
ら
か
に
し
て

書
を
得
れ
ば
、
輒
ち
下
し
て
期
を
失
ふ
こ
と
無
く
、
輒
ち
朝
上
の
恩
を
得
。

大
聖
當
に
天
君
當
に
施
行
す
べ
き
所
の
事
を
知
る
べ
し
、
安
ん
ぞ
失
う
こ
と
有
る
を
得
ん
や
。
世
人
は
知
ら
ず
、

以
て
民
の
長
吏
の
如
き
と
爲
せ
ば
、
安
ん
ぞ
能
く
詔
書
の
當
に
道
り
て
文
を
下
す
べ
き
所
な
る
を
知
ら
ん
や
。
天
上

よ

の
事
、
音
聲
も
て
遙
か
に
相
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
安
ん
ぞ
隱
す
こ
と
有
る
を
得
ん
や
。
此
れ
自
然
の
中
に
在
り
て
相
檢
す
、

此
の
如
き
は
天
君
日
夜
預
め
知
る
、
天
上
・
地
下
・
中
和
の
間
、
大
小
乙
密
の
事
も
、
悉
く
自
ら
之
を
知
る
。
諸
神

何
ぞ
自
在
た
る
を
得
ん
や
。
故
に
首
尾
善
惡
を
記
し
、
神
を
し
て
疏
記
せ
し
む
。
天
君
親
ら
月
建
に
隨
ひ
て
斗
綱
に

昇
り
て
傳
治
し
、
常
意
を
失
は
ざ
れ
ば
、
皆
修
正
し
敢
え
て
之
を
犯
さ
ず
。
故
に
天
は
心
神
を
し
て
人
の
腹
中
に
在

り
、
天
と
遙
か
に
相
見
え
、
音
聲
相
聞
こ
え
し
む
と
言
ふ
。
安
ん
ぞ
人
民
の
善
惡
を
知
ら
ざ
る
を
得
ん
や
。
天
君
言

え
ら
く
、
善
信
有
ら
ば
之
を
擧
げ
、
善
信
無
け
れ
ば
之
を
下
す
、
但
だ
天
上
の
み
善
信
の
人
を
得
ん
と
欲
す
る
に
あ

ら
ず
、
中
和
地
下
も
亦
た
然
り
。
人
深
く
は
當
來
の
事
を
知
ら
ず
、
故
に
有
心
の
者
を
し
て
志
久
し
か
ら
し
め
、
志

久
し
け
れ
ば
大
神
と
路
を
同
じ
う
す
、
是
れ
天
の
近
き
所
な
り
。
比
へ
ば
國
に
忠
臣
良
吏
有
り
、
左
側
を
離
れ
ざ
る

が
如
し
。
但
だ
人
天
を
信
ぜ
ず
、
天
も
何
ぞ
信
人
に
二
心
有
る
を
信
ぜ
ん
や
。
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日
本
語
訳

天
上
は
人
の
善
事
を
見
（
て
救
済
す
）
る
が
、
そ
の
者
の
名
を
名
簿
に
収
め
る
か
ど
う
か
は
、
吉
凶
神
の
役
割
で

あ
る
こ
と
を
説
く
文
。

大
聖
徳
に
関
わ
る
人
は
、
元
気
自
然
の
精
妙
な
光
を
身
に
う
け
て
感
応
し
、
そ
う
し
て
大
聖
と
な
る
。
大
聖
は
こ

と
ご
と
く
何
を
行
う
べ
き
か
を
知
り
、
そ
れ
が
い
つ
も
天
意
に
か
な
っ
て
お
り
、
そ
の
元
気
に
基
づ
く
志
を
失
わ
な

い
。行
い
は
常
に
天
上
に
い
ま
す
大
神
の
輔
相
の
役
目
を
果
た
す
が
、そ
れ
は
国
に
公
卿
が
い
る
の
と
同
様
で
あ
る
。

心
で
大
神
の
指
示
を
把
握
し
文
書
を
用
い
て
互
い
に
通
じ
、
上
に
人
を
推
挙
す
る
場
合
は
、
そ
の
人
選
が
適
切
で
使

い
続
け
ら
れ
る
。
大
神
が
声
を
か
け
て
指
示
し
た
事
は
す
ぐ
に
用
い
行
う
。
天
君
は
諸
事
に
ま
す
ま
す
明
ら
か
と
な

り
、
指
示
の
文
書
を
得
れ
ば
す
ぐ
に
部
下
に
下
し
て
期
を
失
う
こ
と
が
な
い
。
こ
の
た
め
、
そ
の
た
び
に
天
上
に
朝

謁
す
る
恩
恵
を
享
受
す
る
。

大
聖
は
、
天
君
が
実
施
し
よ
う
と
す
る
事
を
把
握
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ず
、
失
敗
は
許
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
世

の
人
は
そ
れ
を
知
ら
ず
、
大
聖
の
こ
と
を
民
を
治
め
る
役
人
程
度
だ
と
思
っ
て
お
り
、
天
か
ら
の
詔
書
が
こ
こ
を
経

由
し
て
地
上
世
界
に
下
る
重
要
な
役
割
に
あ
る
こ
と
な
ど
知
ら
な
い
。
天
上
の
事
は
音
声
に
よ
っ
て
は
る
か
彼
方
か

ら
聞
こ
え
て
く
る
も
の
で
、
隠
し
よ
う
が
な
い
。
こ
れ
は
そ
の
過
程
に
お
い
て
自
然
と
確
か
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う

に
し
て
天
君
は
日
夜
前
も
っ
て
知
る
た
め
、
天
上
・
地
下
・
中
和
の
間
に
お
け
る
大
小
の
微
妙
緻
密
な
る
事
柄
に
つ

い
て
、
自
然
と
全
て
を
把
握
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
諸
々
の
神
は
好
き
勝
手
に
は
で
き
な
い
。
故
に
一
連
の
善
悪
を

記
録
し
、
神
に
そ
れ
を
個
条
書
き
に
さ
せ
る
。
天
君
は
自
ら
北
斗
の
柄
の
指
す
向
き
に
従
い
そ
の
教
え
を
伝
え
て
世

を
治
め
、
基
本
理
念
を
失
う
こ
と
な
く
、（
諸
神
は
）
み
な
そ
の
行
い
に
修
正
を
加
え
て
逸
脱
し
な
い
。
故
に
天
が

心
神
を
人
の
腹
中
に
留
ま
ら
せ
た
上
で
（
時
に
）
天
と
も
出
会
い
、
互
い
に
そ
の
声
が
聞
け
る
よ
う
に
し
て
い
る
、

と
言
う
の
で
あ
る
。
で
あ
れ
ば
、
ど
う
し
て
人
民
の
善
悪
を
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
天
君
は
言
う
。

敬
虔
な
信
心
有
る
者
は
救
済
の
対
象
と
し
て
名
を
挙
げ
、
信
心
無
き
者
は
対
象
か
ら
は
ず
す
が
、
こ
れ
は
天
上
の
み

で
信
心
あ
る
者
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
中
和
・
地
下
の
両
世
界
で
も
同
様
で
あ
る
。
人
は
到
来
す

る
物
事
を
深
く
知
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
故
、
正
し
き
心
有
る
者
は
そ
の
志
も
長
く
持
続
し
、
長
く
持
続
す
れ
ば
大

神
と
歩
む
道
を
同
じ
く
す
る
（
と
心
が
け
よ
）、
こ
れ
こ
そ
が
天
に
近
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
国
に
忠
臣
や
良
吏

が
い
て
、
側
近
と
し
て
側
か
ら
離
さ
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
人
が
天
を
信
じ
な
け
れ
ば
、
天
が
ど
う
し

て
二
心
有
る
人
の
こ
と
を
信
じ
よ
う
か
。

注
不
與
吉
凶
所
致

・

經

善
仁
人
自
貴
年
在
壽
曹
訣

「
有
性
之
人
、
自
無
惡
意
、
雖
有
小
惡
、
還
悔
其
事
、
過
則
除
解
。
有
文
書

111

182

常
入
之
籍
、
惡
者
付
下
曹
、
善
者
白
善
、
惡
者
白
惡
、
吉
凶
之
神
、
各
各
自
隨
所
入
、
惡
能
自
悔
、
轉
名

、
、

在
善
曹
中
。
善
爲
惡
、
復
移
在
惡
曹
、
何
有
解
息
？
」

元
氣
自
然
精
光

・

「
精
光
」
→
第
四
段
「
駕
乘
精
氣
爲
天
行
事
」
注
参
照
。

心
知
大
神
之
指
歴
（
暦
）
文
書
相
通

・

經

有
功
天
君
敕
進
訣

「
惟
思
古
今
有
大
誠
信
之
人
、
各
有
效
用
、
積
功
於
天
、
乃
敢
自
前
。
動
作
止
進
、

114

198

未
曾
有
小
差
之
惡
。
常
懷
慈
仁
之
施
、
布
恩
有
惠
、
利
於
人
衆
。
不
有
失
小
信
、
而
不
奉
承
天
地
、
隨
四

時
五
行
之
指
歴
、
助
其
生
成
、
不
敢
有
不
成
之
意
、
而
自
危
身
、
令
不
安
。」

、
、
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天
上
地
下
中
和

・

經

貪
財
色
災
及
胞
中
誡

「
能
自
正
為
善
，
歴
得
復
長
，
至
誠
所
加
，
物
有
自
然
。
致
慎
内
外
，
陰
陽
之
間
，

112

185

四
時
生
成
，
無
得
毀
焉
。
天
上
地
下
中
和
之
間
，
皆
自
有
主
，
為
有
知
之
人
作
相
之
法
所
抵
、
思
生
者
與

、
、
、
、
、
、

天
道
同
願
，
惡
者
自
亡
年
，
可
不
慎
哉
？
」

乙
密

・

經

大
功
益
年
書
出
歳
月
戒

「
大
神
言
：『
是
皆
實
無
欺
而
已
、
乃
豫
知
天
君
意
所
施
爲
者
、
爲
上
第
一
之
人
、

110

179

可
在
天
君
左
側
。
有
功
勞
賜
賞
、
謙
遜
不
敢
盡
受
、
益
復
竭
盡
筋
力
、
用
心
乙
密
爲
大
。
故
天
君
重
復
自

、
、

、
、

面
敕
教
人
、
是
生
之
福
也
。
所
主
衆
多
、
平
心
爲
行
、
是
自
可
矣
。』」

『
西
昇
經
』
深
妙
章
第
十
四
「
老
君
曰
：
道
言
深
妙
、
經
誡
乙
密
。
天
地
物
類
、
生
皆
從
一
。
子
能
明
之
、
為
知

、
、

虚
實
。
子
若
不
照
、
顯
之
不
別
。」

隨
月
建
昇
斗
綱
傳
治

・

經

天
讖
支
干
相
配
法

「
又
天
讖
格
法
，
東
南
為
天
斗
綱
、
斗
所
指
向
，
推
四
時
，
皆
王
受
命
。
西
北
屬
地
，

、
、

69

105

為
斗
魁
，
所
繋
者
死
絶
氣
，
故
少
陰
太
陰
土
使
得
王
，
勝
其
陽
者
，
名
為
反
天
地
，
故
多
致
亂
也
。」

經

兩
手
策
字
要
記

「
天
地
者
、
主
造
出
生
凡
事
之
兩
手
也
。
四
時
者
、
主
傳
養
凡
物
之
兩
手
也
。
五
行
者
、

109

177

主
傳
成
凡
物
相
付
與
之
兩
手
也
。
男
女
夫
婦
者
、
主
傳
統
天
地
陰
陽
之
兩
手
也
。
師
弟
子
者
、
主
傳
相
教

通
達
凡
事
文
書
道
德
之
兩
手
也
。
君
與
臣
者
、
主
傳
治
理
凡
事
人
民
諸
物
之
兩
手
也
。
此
有
六
事
、
纔
舉

、
、

其
綱
、
見
其
始
耳
、
不
可
勝
書
也
。」

、

經

天
神
考
過
拘
校
三
合
訣

「
天
地
人
有
其
事
、
象
神
靈
、
亦
象
其
事
法
而
為
之
。
故
鬼
神
精
氣
於
人
諫
亦

118

211

諫
、
常
興
天
地
人
同
時
。
是
故
神
應
天
氣
而
作
、
精
物
應
地
氣
而
起
、
鬼
應
人
治
而
鬥
。
此
三
者
、
天
地

中
和
之
疾
使
、
隨
神
氣
而
動
作
、
應
時
而
往
來
、
絶
洞
而
無
間
、
往
來
難
知
處
。
故
今
天
道
傳
治
、
與
往

、
、

古
殊
異
、
以
今
占
古
多
不
中
、
以
古
占
今
不
復
應
。」

善
信

・

甄
鸞
「
笑
道
論
」
卷
中
・
稱
南
無
佛
（『
広
弘
明
集
』
九
）「
胡
言
南
無
。
此
言
歸
命
。
亦
云
救
我
。
胡
言
憂
婆

塞
。
此
言
善
信
男
也
。
憂
婆
夷
者
。
云
善
信
女
也
。」（147b25

）

、
、

、
、

天
遣
心
神
在
人
腹
中

・

經

忍
辱
象
天
地
至
誠
與
神
相
應
大
戒

「
心
神
至
聖
、
乃
上
白
於
日
、
日
乃
上
白
於
天
。
故
至
誠
於
五
内
者
、

、
、

96

153

動
神
靈
也
。
是
故
可
不
慎
乎
？
」

不
離
左
側

・

『
漢
書
』

武
五
子
傳
「（
昌
邑
王
劉
賀
）
既
即
位
、
後
王
夢
青
蠅
之
矢
積
西
階
東
、
可
五
六
石
、
以
屋
版
瓦
覆
、

63

發
視
之
、
青
蠅
矢
也
。
以
問
（
龔
）
遂
、
遂
曰
：『
︙
陛
下
左
側
讒
人
衆
多
、
如
是
青
蠅
惡
矣
。
宜
進
先
帝

、
、

大
臣
子
孫
親
近
以
爲
左
右
。』」

（
四
）
原
文

白
日
昇
天
之
人
、
求
生
有
籍
者
、
北
極
天
君
内
簿
、
有
數
通
。
無
心
志
之
人
、
何
因
縁
得
上
録
籍
。
早
有
心
志
之
人
、

①

②

③

④

⑤

終
得
駕
乘
精
氣
、
爲
天
行
事
乎
。
天
地
中
和
皆
當
從
天
恩
得
生
、
而
反
多
不
信
、
是
罪
之
重
者
、
何
可
望
。
天
上
諸

⑥

⑦

⑧

神
聞
知
乎
、
言
「
世
人
能
自
悔
、
不
避
晝
夜
、
積
有
歳
數
、
其
人
可
原
、
白
之
天
君
。」
言
「
人
自
責
者
、
令
有
生

⑨

籍
之
神
移
名
壽
曹
、
百
二
十
使
有
續
世
、
貧
者
令
有
子
孫
。
天
以
滅
絶
者
爲
惡
不
止
、
轉
更
傷
害
物
、
故
令
絶
之
。」

⑩

惟
太
上
有
徳
之
人
、
各
自
有
理
、
深
知
未
然
、
自
延
福
及
子
孫
、
況
其
身
乎
。

⑪

⑫

対
校：

経

大
聖
上
章
訣

111

180

當
白
日
昇
天
之
人
、
求
生
有
籍
著
文
北
極
天
君
内
簿
、
有
數
通
。
無
有
心
志
之
人
、
何
因
縁
得
著
録
有
姓
名
乎
？
彊
學

①

②

③

④

＊

之
人
學
之
、
得
天
腹
心
者
、
可
竟
天
年
。
殊
能
思
盡
力
有
功
效
者
、
轉
死
籍
之
文
、
復
得
小
生
、
何
時
當
得
駕
乘
精
氣
、

爲
天
行
事
乎
？
是
爲
可
知
得
書
感
心
、
泣
出
自
責
、
言
我
同
十
月
之
子
施
行
、
獨
不
得
上
心
意
而
在
死
伍
之
中
、
是
行
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何
一
不
得
上
意
、
是
我
之
過
也
。
天
地
上
中
和
皆
當
從
天
恩
生
、
而
反
多
不
信
、
是
罪
之
重
也
、
何
可
望
乎
？
天
上
諸

＊

＊

＊

神
聞
知
言
此
人
自
責
自
悔
、
不
避
晝
夜
、
積
有
歳
數
、
其
人
可
原
、
白
之
天
君
。
天
君
言
、
人
能
自
責
悔
過
者
、
令
有

＊

生
録
籍
之
神
移
在
壽
曹
、
百
二
十
使
有
續
世
者
、
相
貧
者
令
有
子
孫
、
得
富
貴
少
命
子
孫
單
所
以
然
者
、
富
貴
之
人
有

＊

子
孫
、
家
強
自
畜
、
不
畏
天
地
、
輕
以
傷
人
以
滅
世
、
以
財
自
壅
、
殺
傷
無
數
。
故
天
不
與
其
子
孫
、
爲
惡
不
息
、
安

得
與
善
而
壽
乎
、
此
爲
知
不
乎
？
大
神
遣
小
神
下
令
、
各
受
其
命
、
長
短
之
事
從
出
、
無
所
疑
也
。
思
之
復
思
、
書
辭

可
知
小
大
、
念
後
有
失
脱
之
文
、
當
疏
記
。

經

有
德
人
祿
命
訣

111

181

惟
太
上
有
德
之
人
、
各
自
有
理
、
深
知
未
然
之
事
、
照
達
上
下
、
莫
不
得
開
。

＊

①
白
日
昇
天
之
人：

經
「
當
白
日
昇
天
之
人
」

、

②
求
生
有
籍
者
、
北
極
天
君
内
簿：
經
「
求
生
有
籍
著
文
北
極
天
君
内
簿
」。

、
、

③
無
心
志
之
人：

經
「
無
有
心
志
之
人
」

、

④
何
因
縁
得
上
録
籍：

經
「
何
因
縁
得
著
録
有
姓
名
乎
」

、
、
、
、
、
、

＊
⑤
早
有
心
志
之
人
、
終
得
駕
乘
精
氣
、
爲
天
行
事
乎：

經
作
「
彊
學
之
人
學
之
、
得
天
腹
心
者
、
可
竟
天
年
。
殊

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

能
思
盡
力
有
功
效
者
、
轉
死
籍
之
文
、
復
得
小
生
、
何
時
當
得
駕
乘
精
氣
、
爲
天
行
事
乎
」

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

⑥
天
地
中
和
皆
當
從
天
恩
得
生：

經
「
天
地
上
中
和
皆
當
從
天
恩
生
」

、

、

⑦
是
罪
之
重
者
、
何
可
望：

經
「
是
罪
之
重
也
、
何
可
望
乎
」

、

、

⑧
天
上
諸
神
聞
知
乎
言
世
人
能
自
悔：

經
「
天
上
諸
神
聞
知
言
此
人
自
責
自
悔
」

、

、

、
、

⑨
言
、
人
自
責
者
、
令
有
生
籍
之
神
移
名
壽
曹
、
百
二
十
使
有
續
世
、
貧
者
令
有
子
孫：

經
「
天
君
言
、
人
能
自

、
、

、

責
悔
過
者
、
令
有
生
録
籍
之
神
移
在
壽
曹
、
百
二
十
使
有
續
世
者
相
貧
者
令
有
子
孫
」

、
、

、

、

、
、
、
、
、
、

＊
⑩
天
以
滅
絶
者
爲
惡
不
止
、
轉
更
傷
害
物
、
故
令
絶
之
。：

經
文
大
異
、
作
「
得
富
貴
少
命
子
孫
單
所
以
然
者
、

富
貴
之
人
有
子
孫
、
家
強
自
畜
、
不
畏
天
地
、
輕
以
傷
人
以
滅
世
、
以
財
自
壅
、
殺
傷
無
數
。
故
天
不
與
其
子
孫
、

爲
惡
不
息
、
安
得
與
善
而
壽
乎
、
此
爲
知
不
乎
。」

、
、
、
、

⑪
深
知
未
然：

經
「
深
知
未
然
之
事
」
、
、

⑫
自
延
福
及
子
孫
、
況
其
身
乎：

經
無
此
文

書
き
下
し

白
日
昇
天
の
人
、
生
を
求
む
る
の
籍
有
る
者
に
し
て
、
北
極
天
君
の
内
簿
に
も
數
ば
通
ず
る
有
り
。
心
志
無
き
人
、

何
に
因
縁
り
て
か
上
籍
に
録
せ
ら
る
る
を
得
ん
や
。
早
に
心
志
有
る
人
、
終
に
精
氣
に
駕
乘
し
て
天
の
爲
に
事
を
行

よ

ふ
を
得
る
か
な
。
天
地
・
中
和
も
皆
當
に
天
恩
に
從
ひ
て
生
ず
る
を
得
る
も
反
っ
て
多
く
は
信
な
ら
ず
。
是
れ
罪
の

重
き
者
な
れ
ば
、
何
を
か
望
む
可
け
ん
や
。
天
上
の
諸
神
聞
知
し
て
言
え
ら
く
」
世
人
能
く
自
ら
悔
い
、
晝
夜
を
避

け
ず
、
積
み
て
歳
數
有
ら
ば
、
其
の
人
原
す
可
く
し
て
、
之
を
天
君
に
白
す
。」
言
え
ら
く
「
人
の
自
責
す
る
者
に

は
、
生
籍
の
神
、
名
を
壽
曹
に
移
し
、
百
二
十
に
し
て
世
を
續
か
し
む
る
こ
と
有
ら
し
め
、
貧
し
き
者
に
は
子
孫
有

ら
し
む
。
天
の
以
て
滅
絶
す
る
者
は
、
惡
を
爲
し
て
止
ま
ず
、
轉
た
更
に
物
を
傷
害
す
る
が
故
に
之
を
絶
え
し
む
。」

惟
れ
太
上
有
徳
の
人
、
各
の
自
ら
理
有
り
、
深
く
未
然
を
知
れ
ば
、
自
ら
福
を
延
ば
し
て
子
孫
に
及
ぼ
す
。
況
や
其

の
身
を
や
。

日
本
語
訳

白
日
昇
天
に
ふ
さ
わ
し
い
人
は
、
長
生
を
求
め
る
者
と
し
て
天
上
の
名
簿
に
記
載
さ
れ
た
者
で
あ
り
、
北
極
天
君

の
内
部
文
書
に
も
し
ば
し
ば
記
載
が
及
ん
で
い
る
こ
と
が
あ
る
。
長
生
の
志
が
な
い
者
が
、
ど
う
し
て
天
上
の
名
簿

に
記
録
さ
れ
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。（
逆
に
）
早
く
か
ら
志
を
持
つ
者
で
あ
れ
ば
、
最
後
に
は
そ
の
精
妙
な
気
に
乗

じ
て
天
の
た
め
に
事
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
天
地
中
和
の
間
に
あ
る
万
物
は
み
な
天
恩
に
よ
っ
て
生
ず
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る
こ
と
が
で
き
た
の
に
、
か
え
っ
て
天
を
信
じ
な
い
こ
と
ば
か
り
で
あ
っ
た
な
ら
、
こ
れ
は
重
い
罪
に
ほ
か
な
ら
ぬ

わ
け
で
、
ど
う
し
て
長
生
を
望
む
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
天
上
の
神
々
は
世
の
こ
と
を
聞
き
知
っ
て
言
う
。「
世
の

人
々
が
昼
も
夜
も
自
ら
の
過
ち
を
悔
悟
す
る
こ
と
が
何
年
に
も
わ
た
れ
ば
、
そ
の
人
は
許
し
て
も
よ
く
、
そ
の
こ
と

を
天
君
に
報
告
し
よ
う
。」（
天
君
は
）
言
う
。「
自
ら
の
罪
を
責
め
悔
い
る
者
に
は
、
寿
命
の
記
録
を
掌
る
神
が
そ

の
名
を
長
寿
の
部
署
に
移
し
、
百
二
十
歳
の
寿
命
を
与
え
る
と
と
も
に
子
孫
が
絶
え
ぬ
よ
う
に
す
る
。
貧
者
に
は
子

孫
を
設
け
さ
せ
る
。
天
が
絶
滅
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
悪
事
を
な
し
て
止
め
ず
、
さ
ら
に
人
を
傷
つ
け
る
者
で
あ
り
、

だ
か
ら
こ
の
よ
う
な
者
を
絶
や
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。」

こ
の
上
な
く
す
ぐ
れ
た
徳
を
備
え
る
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
を
備
え
て
お
り
、
未
然
の
こ
と
を
深
く
知
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
た
め
、
自
然
と
そ
の
福
を
子
孫
に
ま
で
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
。
自
ら
の
身
な
ら
な
お
さ
ら
で
あ
る
。

注
北
極
天
君

・

經

大
功
益
年
書
出
歳
月
戒

「
大
神
言
：『
是
諸
神
共
知
、
延
者
有
命
、
録
籍
有
眞
、
未
生
豫
著
其
人
歳
月
日

110

170

時
在
長
壽
之
曹
、
年
數
且
升
、
乃
施
名
各
通
、
在
北
極
眞
人
主
之
。
變
易
骨
體
、
身
輕
潤
澤
生
光
、
時
暮

、
、
、
、

得
藥
、
以
成
精
華
。
所
在
化
爲
、
無
不
成
、
出
窈
入
冥
、
絲
髮
之
間
、
何
所
不
通
。』」（
鈔14b7

）

駕
乘
精
氣
爲
天
行
事

・

宋
玉
「
九
辯
」（
楚
辞
卷
八
）「
願
賜
不
肖
之
躯
而
別
離
兮
、
放
遊
志
乎
雲
中
。
乘
精
氣
之
摶
摶
兮
、
騖
諸
神
之

、
、
、

湛
湛
。
︙
」

顧
歡
「
夷
夏
論
」（『
南
史
』

隠
逸
傳
上
）「
道
經
云
：『
老
子
入
關
之
天
竺
維
衛
國
、
國
王
夫
人
名
曰
淨
妙
、

75

老
子
因
其
晝
寢
、
乘
日
精
入
淨
妙
口
中
、
後
年
四
月
八
日
夜
半
時
、
剖
左
腋
而
生
、
墜
地
即
行
七
歩
、
於

、

、

是
佛
道
興
焉
。』
此
出
玄
妙
内
篇
。」

鈔
己
部
「
今
故
使
男
女
大
小
老
少
賢
不
肖
共
集
上
書
、
爲
帝
王
通
達
聰
明
、
帝
王
比
若
中
極
星
、
默
常
居
其
處
、

而
衆
星
共
往
奏
事
也
。
︙
一
星
不
得
、
輒
有
絶
氣
、
天
行
爲
傷
。
夫
星
者
、
乃
人
民
凡
物
之
精
光
。
故
一

、
、

、
、

人
不
得
通
於
帝
王
、
一
星
亦
不
得
通
也
。」（10a9

）

壽
曹

・

經

善
仁
人
自
貴
年
在
壽
曹
訣

「
天
君
言
：『
聞
知
此
人
自
責
悔
過
、
有
歳
數
也
。
此
本
俗
人
耳
、
而
自
責
過

、
、

111

182

無
解
已
、
更
爲
上
善
人
也
。
大
神
數
往
占
視
之
、
知
行
何
如
有
善
意
、
欲
進
者
且
著
命
年
在
壽
曹
、
觀
其

、
、

所
爲
、
乃
得
復
補
不
足
。』」

百
二
十
有
續
世

・

鈔
乙
部
・
解
承
負
訣
「
上
壽
一
百
二
十
、
中
壽
八
十
、
下
壽
六
十
。
百
二
十
者
應
天
、
大
歴
一
歳
竟
終
天
地
界

、
、
、
、

、
、
、

也
。
八
十
者
應
陰
陽
、
分
別
八
偶
等
應
地
、
分
別
應
地
、
分
別
萬
物
、
死
者
去
、
生
者
留
。
六
十
者
應
中

和
氣
、
得
六
月
遁
卦
。」（11b9

）

太
上
有
徳
之
人
各
自
有
理

・

經

大
功
益
年
書
出
歳
月
戒

「
上
德
之
人
乃
與
天
地
之
間
、
當
化
成
之
事
、
使
各
如
願
。
︙
故
使
德
人
上
知

、
、

110

179

天
意
、
教
民
作
法
、
無
失
天
心
、
育
養
長
大
、
使
得
爲
人
。
復
知
文
理
、
行
成
德
就
、
可
上
及
天
士
。」

、
、
、
、


